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令和６年度教育課程について(届) 

 

  このことについて、小平市立学校の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおりお届けします。 

 

記 

１ 教育目標 

（１）学校の教育目標 

   人間尊重の精神を基調とし、知性、感性、道徳心や体力を育み、生涯を通じ主体的に学び、  

社会に貢献できる人間性豊かな生徒の育成を目指し、教育目標を次のように定める。 

        ○ 自ら考え、進んで実行する人 

    ○ 心豊かで思いやりのある人 

    ○ 心身ともにたくましい人 

 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 

    教育目標を具現化するために以下の基本方針を定める。  

ア 確かな学力の育成 

○生徒が自ら学び、考えを深め、実践に移す力を身に付けさせるために、基礎・基本の定着に重

点を置きながら、問題解決型学習（生徒に調べさせ、考えさせ、討議させ、発表などを行わ

せ、その活動を振り返らせる）の実践に努め、授業改善に取り組む。 

○すべての生徒に多様な学びの場を設定し、家庭との連携の下、学習習慣を身に付けさせ、自立

した生徒を育成する。 

○少人数授業や個別学習を通して苦手科目にも積極的に取り組ませ、生徒の学力向上を図る。 

  ○令和３・４年度の研究推進校として取り組んだ「ICT を活用した授業改善・指導の充実」の成

果を生かし、また新たな課題に対処する継続した取組により学力向上を図る。 

イ 豊かな心の育成と健やかな体の育成 

○道徳科を要として教育活動全体を通して、自他共に大切にできる心や、相手の立場に立って行

動できる態度を身に付けさせる。加えて高い規範意識の育成に努め、互いに人格を認め合う姿

勢を育み、いじめのない学びの場を構築する。 

○保健体育の授業や昼休みにおける運動量を一層確保して、体力を向上させる。また、薬の教室、

ＳＯＳの出し方に関する教育など保健分野の授業の充実を図る。 

ウ 特別支援教育の推進 

○こだいら共通プログラムを踏まえた上で、特別支援教育を柱とした教育活動を実践する。また、

小平第三小学校と連携を深め、一貫性・継続性を重視した教育の実践に努めるとともに、学習

者用端末をはじめ ICT 機器の効果的な活用、特別活動の時間についての連携も図る。 

エ キャリア教育の推進 

〇学級活動を要としながら、学校教育全体を通して一人一人のキャリア形成と自己実現を促す。  

○学区内の全小学校との連携を図るため、キャリア・パスポートを活用する等、学校段階間の円

滑な接続を目指す。 
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２ 指導の重点 

（１）各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活動等 

   ア 各教科 

○生徒が主体的に学ぶ授業を実践するために、相互授業観察などを通して授業改善を進めながら、
個に応じた的確な支援についての研修を深め、指導と評価と支援の一体化を図る。授業では、
教科の目標を実現する言語活動を取り入れ、授業のめあてや流れの提示、簡潔な指示・発問、
構造化した板書、ホワイトボードの活用、ＩＣＴ機器の活用、振り返りを実践する。また、学
習の質を高める指導を行い、自発的な学習を促すことにより家庭学習の充実を図る。 

○基礎、基本の確実な定着を目指し、問題解決型学習や協働学習等を、学習目的に応じて効果的
に活用できるよう指導方法の工夫に努め、生徒が自ら学び創る授業の実践を目指す。 

○評価規準や評価方法を検討・明確化し、生徒の学習促進を図るための評価を充実させる。また、
学習の評価を日常的に、通知表や面談等を通じて、生徒や保護者に十分説明し共有する。  

○保健体育においては、小学校からの体力テストのデータを分析し、個に応じて継続した体力の
向上を図るとともに、そのデータ分析結果により課題解決を図る授業を展開する。また、運動
の日常化を図るため昼休みに「外遊びキャンペーン」を実施する。 

○学力調査と生徒アンケートを基に、生徒の実態を把握するとともに、学力調査の結果は小学校
と共有し、学期ごとに授業改善推進プランの評価と改善を行う。 

○令和３・４年度の研究推進校として取り組んだ「ＩＣＴを活用した授業改善・指導の充実」の
成果を生かすとともに、また新たな教育課題とも向き合いながら、継続した取組を実践し「主
体的、対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図る。 

イ 道徳科 

○授業のねらいに即して、生徒の「学習状況」や「道徳性に係る成長の様子」を捉えて、個々の
生徒の成長を促すとともに、それによって自らの指導を評価し、授業改善に努める。 

○道徳教育推進教師を中心に、自他共に大切にできる心を育む指導方法の工夫に取り組み、豊か
な人間性を備えた生徒を育てる「考え、議論する」道徳授業の実践に努める。また、地域教材
等を効果的に活用し、道徳的心情、道徳的判断力及び道徳的実践意欲と態度を育てる。 

○「いじめを防止する授業」を全学年で年３回以上実施し、様々な価値観や立場に対しても、受
容し尊重しようとする態度を育み、互いに支え合いながら生きる姿勢を身に付けさせるととも
に、絶対にいじめを許さない公正・公平な態度を養う。命の大切さを繰り返し指導する。 

○道徳授業地区公開講座において、保護者・地域との意見交換を充実させる。 
○生徒の日常生活や教育活動全体において、生徒の行動や考え方等の変容を捉えるなど適切な評
価を行う。そのために、きめ細やかな生徒理解やコミュニケーションの機会を生かし、生徒と
の深い信頼関係の構築と学級経営の充実を図る。 

ウ 総合的な学習の時間 

○各教科を横断的に関連させるとともに、キャリア教育の視点に立ち、地域社会の教育力を活用
した学習（第１学年身近な人の職業調べ）や地域の伝統・文化等に関する学習（第１・２学年
校外学習、第３学年修学旅行）、人権教育に関する学習、上級学校に関する学習（第２学年）
等を効果的に取り入れて、自己の適性に合った進路を主体的に切り拓く力を身に付けさせる。  

○調べ学習では、見通しをもった進行管理力を身に付けさせるとともに、学習者用端末の活用な
ど分かりやすい発信方法等を考えさせ、調べたことを効果的に共有する場面を設定する。 

○生涯、健康に生活するための知識を育み、意識を高めるため、食育・健康教育を保健体育や家
庭科、委員会活動に位置付け、学校給食センター栄養士や保健師などと連携して取り組む。 

○教科等との連携の下で、読書活動の推進や自己表現力の養成に取り組み、論理的思考力、コミュ
ニケーション能力の向上を目指す。 

エ 特別活動 
○学級活動や生徒会活動を通して、一人一人の生徒が特性を生かしながら表現する力を高めてい
くことで、互いに認め合い、支え合う集団を築くことができる社会的資質を身に付けさせる。 

〇生徒会活動と小学校の児童会活動と連携して、「合同あいさつ運動」など協働して実施する。 
○生活上の諸問題を生徒たちが自主的に捉え、解決を図ろうとする態度の育成を図る。そのため
に生徒会活動や学級内の班長会等を活用して、集団としての合意形成を図る。 

○あいさつ運動、昼休みレクリエーション、楽しみながら運動プログラムの一環としての外遊び
週間など、生徒が自治的・自発的な活動ができる場を設ける。 

○学校行事では、縦割り集団で上級生が下級生に指導する場面や実行委員等を核とした集団づく
りを行い、生徒の自主性を育むとともに、集団への帰属意識を高める。 

 
 
 
 
 
 



（２）生活指導・進路指導                   学校名  小平市立上水中学校 

    ア 生活指導 

○登校指導、清掃指導や衛生面にも配慮し、授業規律や身だしなみの指導を徹底して、基本的生
活習慣を確立させる。そして、「当たり前のことを当たり前に行う」「上級生が手本となる」
をスローガンとして行動させるとともに、生徒の自主性を尊重した生徒会活動や集会指導を効
果的に活用しながら、望ましい規範意識の育成に努める。  

○個々の生徒の課題をきめ細やかに共有し、問題行動に対して課題予防的生活指導を充実させる。 
〇不登校の背景にある要因を的確に把握し、早期に適切な支援につなげる組織対応を実施する。 
〇いじめ対策委員会を中心に、「学校いじめ防止基本方針」「小平市長期児童・生徒支援シート」
に基づき、家庭や地域、関係機関との連携を密にしながら全校体制でいじめ問題の未然防止や
早期対応・解決、再発防止に努める。 

〇全ての教育活動の場を活用して、自尊感情の育成や共感し合える心の育成に努める。生命を大
切にする心情や態度を育む。 

○生徒会が策定した「ＳＮＳ上水中ルール」に基づき、ＳＮＳを介したトラブル等の未然防止を
図るとともに、「ＳＮＳ東京ノート」を活用して家庭と連携した情報モラル教育を推進する。 

○地域の関係団体と連携し、薬物乱用防止教室、セーフティ教室（情報モラル教室）、命の授業
を実施し、将来にわたり心身共に健康で健全な生活を営む力を身に付けさせる。  

○「防災ノート」を活用し、防災教育の充実を図る。 

    イ 進路指導 

○発達段階に応じた計画的な進路指導を通して、主体的に将来を設計する力を育てるとともに、
その達成に向けて計画的・継続的に努力する態度の育成に努める。 

○キャリア・パスポートを活用し、中学校３年間を見通した進路指導計画に基づき組織的に進路
指導を行う。また、職業調べ（第１学年）、職業適性検査（第１学年）、ハローワークと連携
した心構え・マナー講座（第２学年）、社会保険労務士による出前授業（第２学年）、職場体
験（第２学年）など、キャリア教育を充実させ、正しい勤労観・職業観を育む。  

○キャリア教育を充実させるために、各教科等の授業において、小学校の学びや上級学校での学
習を踏まえた指導に加えて、進学や就職等に関連した掲示物や新聞記事等を意図的に活用して
進路選択を身近なものとして捉えさせるために環境を整備する。 

○上級学校調べ等により、上級学校に関して自分で情報を収集させ、将来に見通しをもち、適切
な進路を選択する知識や姿勢を身に付けさせる。 

○生徒が、将来、精神的にも経済的にも自立し、豊かな人生を送れるよう、社会的自立、キャリ
ア形成、自己実現に向けて保護者と学校が連携し、共通認識が持てるように、保護者会や面談
を実施し、各学年だよりや通信により情報共有を図る。  

 

（３）特別支援教育 

○校内支援委員会の活動を軸に、「特別支援教室『上水』」やスクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー、巡回相談員、言語聴覚士との連携を強め、適切な生徒理解に基づく支援
策を教員が共通して実践する。また、学校生活支援シートを基に個別指導計画を組織的に作成
して、学期ごとの目標設定と振り返りを行うことで、個別支援の充実を図る。 

○教員が、特別支援教室での指導により欠席した授業を補うために、ノートのコピーやプリント
を配付するなど、学校を欠席した生徒と同様の対応をし、特別支援教育への理解と充実を図る。 

○小・中連携で取り組んできた各教科等での合理的配慮などにおける学習者用端末の効果的な活
用を引き続き検討・実践していく。 

 

（４）その他 

○「プレップ教室」「パザパ教室」「チャレンジクラス（校内分教室）」を運営し、生徒の主体
的意思を尊重しながら、学校全体で多様な学びの場を設定し、不登校生徒を支援する。 

〇放課後に「学習教室」を開き、基礎・基本の定着のための補充学習及び発展的な学習、並びに
家庭学習を定着させる機会とし、主体的に学習する態度を育成する。「放課後子ども学習教室」
は地域人材を活用して、個別学習の充実を図る。 

○『デイリーライフ』を活用して、生徒の生活習慣を把握し、課題予防的生活指導を実施する。 

○いじめを防止するため、適切な言葉遣いと言語感覚を身に付けさせる。そのために、教員も丁
寧な言葉遣いを励行する。 

○学級担任も生徒と共に朝読書に取り組む。また、保護者や教員による「読み聞かせ」の時間な
ど、学校司書と協働して読書活動の充実を図り、学校図書館活動、読書活動の推進を図る。 

 


